
 

 

東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱 

 

平成２２年１１月１５日施行 

２ ２ 水 経 契 第 ３ ６ ８ 号 

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日 
４ 水 経 契 第 １ ５ ７ 号 

 

 

（目的） 

第１条 本要綱は、東京都水道局が締結する売買、貸借、請負その他の契約（以下「局

の契約」という。）に、暴力団等が介入することのないよう十分留意するとともに、

暴力団等反社会的行為者を排除する措置を講ずることにより、適正な契約事務の執行

を期することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。 

一 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員その他計

画的又は常習的に暴力、脅迫及びこれらに類する手段を用いて不法行為や要求を行

う集団又は個人をいう。 

二 有資格者 東京都の契約（局の契約を含む。）における競争入札に参加する資格

を有する者をいう。 

三 役員等 代表役員（有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有す

る者（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。））、一般役員（有

資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者（常時、契約

を締結する権限を有する事務所の所長をいう。）で代表役員以外の者）及び役員と

して登記又は届出がされていないが、事実上経営参画している者をいう。 

四 使用人 有資格者に雇用される者で、前号以外の者をいう。 

五 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人

（資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。）及び業務委

託の全部又は主要な部分を一括して、若しくはその一部を第三者に委任し、又は請

け負わせる場合（再委託）の受託者をいう。 

六 契約担当者等 水道局長及び東京都水道局財務規程（昭和３５年１０月１日

水道局管理規程第２２号）により契約に関する事務を委任された者を

いう。 

七 監督員その他の関係者 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２

第１項に規定する監督を行う者及び契約に関係するその他の者をいう。 

八 東京都契約関係暴力団等対策連絡協議会 東京都契約関係暴力団等対策措置要



 

 

綱（平成２２年１０月８日付２２財経総第１３３２号。以下「都要綱」という。）

に基づき設置される東京都契約関係暴力団等対策連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）をいう。 

九  排除措置  都要綱第１条に規定する都の契約（以下「都の契約」という。）から

都要綱別表に掲げる対象者を排除する措置若しくは局の契約から別表に掲げる対

象者を排除する措置又はその両方をいう。 

（排除措置） 

第３条 有資格者に対して都要綱第５条第１項の規定による排除措置を財務局長が決

定したときは、水道局長は、当該有資格者に係る排除措置を決定するものとする。 

２ 排除措置の対象者を構成員とする建設共同企業体、事業協同組合等（以下「企業体

等」という。）に対して都要綱第５条第２項の規定により財務局長が同条第１項の措

置を講じることを決定したときは、水道局長は、当該企業体等に対しても排除措置を

決定するものとする。 

３  前二項の規定により排除措置の決定をしたときは、水道局長は、直ちにその旨を財

務局長に通知するとともに、当該資格者への通知対応等について委任する。 

４ 契約担当者等は、排除措置が決定されたときは、排除措置が解除されるまでの間、

次のとおり当該有資格者を局の契約から排除しなければならない。 

一 一般競争入札からの排除 

⑴ 一般競争入札の参加資格確認申請を受け付けてはならない。 

⑵ 一般競争入札の参加資格確認申請の受付をされた者が参加資格確認までの間

に排除措置を受けたときは、一般競争入札の参加資格を認めてはならない。 

⑶ 一般競争入札の参加資格を有すると確認された者が開札までの間に排除措置

を受けたときは、当該資格確認を取り消さなければならない。 

⑷ 落札予定者又は低入札価格調査制度対象案件において、調査基準価格を下回

る入札を行った者（当該有資格者を構成員とする建設共同企業体及び当該有資

格者を構成員とする事業協同組合等も含む。）（以下「調査対象者」という。）

が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、落札者としてはならない。 

⑸ 落札決定された者が契約締結までの間に排除措置を受けたときは、落札決定

を取り消さなければならない。 

二 指名競争入札からの排除 

⑴ 希望票を受け付けてはならない。 

⑵ 指名競争入札において指名してはならない。 

⑶ 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が開札までの間に排除措置を受けた

ときは、当該指名を取り消さなければならない。 

⑷ 落札予定者又は調査対象者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、

落札者としてはならない。 

⑸ 落札決定された者が契約締結までの間に排除措置を受けたときは、落札決定



 

 

を取り消さなければならない。 

三 随意契約からの排除 

随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の種類、性質、目的、

履行場所等により、契約の相手方が排除措置を受けた者に特定されるときその他

特別の理由があると契約担当者等が認めるときは、この限りでない。 

５ 契約担当者等は、局の契約の相手方が、別表１号に該当するとして排除措置を受け

た場合は、監督員その他の関係者と連携して、当該契約の解除ができるよう措置を講

じるものとする。 

（下請負禁止等） 

第４条 契約担当者等及び監督員その他の関係者は、排除措置を受けた者又は有資格者

以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から協議会に要請（以下「排除要請」と

いう。）があった者（以下「排除要請者」という。）を、排除措置中又は警視庁から

排除要請を解除する旨の連絡が協議会にあるまでの間、局の契約の相手方の下請負人

等とすることを認めてはならない。 

２ 契約担当者等及び監督員その他の関係者は、前項に規定する者のうち、別表１号に

該当する者を局の契約の相手方が下請負人等としていたときは、当該局の契約の相手

方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めることができる。 

３ 水道局長は、前項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、局の契約の相手

方が正当な理由なくこれを拒否したと認められるときは、生活文化スポーツ局長及び

財務局長に報告するものとする。 

４  前項の規定により報告した契約の相手方に関し、協議会の協議を経て財務局長が排

除措置の決定をしたときは、水道局長は、当該契約の相手方に対して排除措置を決定

するものとする。 

５  前項の規定により排除措置の決定をしたときは、水道局長は、直ちにその旨を財務

局長に通知するとともに、当該資格者への通知対応等について委任する。 

６ 契約担当者等は、排除要請者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該

契約の種類、性質、目的、履行場所等により、契約の相手方が排除要請者に特定され

るときその他特別の理由があると契約担当者等が認めるときは、この限りでない。 

（排除措置の期間） 

第５条 排除措置の期間は、都要綱第７条の規定により都の契約に係る排除措置の期間

とされた期間をもって局の契約に係る排除措置の期間とする。 

（排除措置の解除） 

第６条 都要綱第８条第１項の規定により財務局長が排除措置の解除をしたときは、水

道局長は、排除措置を解除するものとする。 

２  前項の規定により排除措置の解除をしたときは、水道局長は、直ちにその旨を財務

局長に通知するとともに、当該資格者への通知対応等について委任する。 

（不当介入に対する措置） 



 

 

第７条 契約担当者等及び監督員その他の関係者は、局の契約の相手方が契約の履行に

当たり、暴力団等から事実関係、社会通念等に照らして合理的理由が認められない不

当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合（下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。）は、当該

局の契約の相手方に対して、遅滞なく東京都への報告及び警視庁管轄警察署への通報

並びに捜査上必要な協力を行うよう求めなければならない。 

２ 契約担当者等及び監督員その他の関係者は、前項の報告を受けた場合（下請負人等

が暴力団等から不当介入を受けた場合の報告を含む。）は、水道局長に報告しなけれ

ばならない。 

３  前項の報告を受けたときは、水道局長は、当該報告に係る事項について生活文化ス

ポーツ局長及び財務局長に報告しなければならない。 

４ 水道局長は、局の契約の相手方が、正当な理由なく東京都への報告又は警視庁管轄

警察署への通報を怠ったと認められるときは、生活文化スポーツ局長及び財務局長に

報告するものとする。 

５  前項の規定により報告した契約の相手方に関し、協議会の協議を経て財務局長が排

除措置を決定したときは、水道局長は、当該契約の相手方に対して排除措置を決定す

るものとする。 

６  前項の規定により排除措置の決定をしたときは、水道局長は、直ちにその旨を財務

局長に通知するとともに、当該資格者への通知対応等について委任する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年１１月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱による規定は、公告その他の契約の申込みの誘引による契約（以下「公告

等契約」という。）にあっては、施行日以後に行われる公告等契約について適用し、

施行日前において行われた公告等契約で施行日以後に入札執行されるものについて

は、なお、従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この要綱による規定は、公告等契約以外の契約にあって

は、施行日以後に締結される契約について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月２７日から施行する。 



別表 （第２条第９号関係） 

排除措置の対象者  

１号 暴力団等経営支配者 

個人若しくは法人の役員等が暴力団等である者又は暴力団等が実質的に経営

を支配する者 

２号 暴力団等雇用者 

暴力団等を雇用している者 

３号 暴力団等資金提供者 

個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら

暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

４号 暴力団等利用者 

個人又は法人の役員等若しくは使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正

の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等を利用する

などしていると認められる者 

５号 暴力団等親交者 

個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等との間において、社会的

に非難される密接な関係を有していると認められる者 

６号 その他の暴力団等関係者 

個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら

これを不当に利用するなどしていると認められる者 

７号 下請負人等契約解除拒否者 

局の契約の相手方の下請負人等が１号に掲げる者である場合において、東京

都が当該下請負人等との契約の解除を当該局の契約の相手方に求めたにもかか

わらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められる者 

８号 不当介入通報報告義務違反者 

局の契約の相手方又はその下請負人等が、契約の履行に当たって不当介入を

受けた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、東京都への報告又は

警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められる者 

 


